
碧 南 市 消 防 協 会 規 約 

 

（名称） 

第１条 この会は、碧南市消防協会という。 

（目的） 

第２条 この会は、市の消防防災活動の円滑な推進に寄与するとともに、会員相互の融和団

結と連絡調整を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 消防行政の協力に関すること。 

(2) 災害発生時において現場協力に関すること。 

(3) 災害予防活動に関すること。 

(4) 消防団、消防予備隊の要請に応じ、その育成指導に関すること。 

(5) 会員相互の融和団結並びに連絡調整に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、この会の目的達成に必要なこと。 

（組織） 

第４条 この会は、市消防団の団長及び分団長並びに市消防団担当部局及び衣浦東部広域連

合の課長以上の職にあった者をもって組織する。 

（役員） 

第５条 この会に次の役員を置く。 

(1) 会長   １名 

(2) 副会長  １名 

(3) 監事   若干名 

(4) 評議員  若干名 

２ 役員は、総会において会員のうちから互選する。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、会務を総理しこの会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 監事は、会計を監査する。 

４ 評議員は、会務に従事する。 

（役員の任期） 



第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間その職務を行う

ことができる。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

（顧問） 

第８条 この会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、幹部会の推薦により会長が委嘱する。 

（会議） 

第９条 会議は、総会及び幹部会とする。 

２ 総会は、第５条の役員で構成し毎年１回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた

とき、又役員の２分の１以上の要求があったときは、臨時に総会を開くことができる。 

３ 総会は、役員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 総会の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。 

５ 幹部会は、会長、副会長、監事及び参与（会長指名者）で構成し会長が必要に応じ招集

する。 

６ 第３項及び第４項の規定は、幹部会について準用する。 

（会費） 

第１０条 この会の会計は、会員の会費その他の収入によって賄う。 

２ 会費は、永年会費とし３５，８００円を加入時に一括納入とする。 

（会計年度） 

第１１条 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日でもって終わる。 

（簿冊） 

第１２条 この会に次の簿冊を備えて会務を記録する。 

(1) 役員名簿 

(2) 会員名簿 

(3) 金銭出納簿 

(4) 金銭書類簿 

(5) 会議等書類綴 

(6) その他会の運営上必要と認める書類 

（委任） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、会の運営について必要な事項は会長が定める。 

附 則 



この規約は、昭和４４年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５４年４月２０日第５条及び第７条から第９条まで改正） 

この改正規約は、昭和５４年４月２０日から適用する。ただし、第９条の規定は、昭和５

５年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５７年４月２１日第２条及び附則全文改正） 

１ この改正規約は、昭和５７年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第２条の規定は、昭和５７年４月１日から適用し、同日前の期間に係る分につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（昭和６３年４月１日第２条及び第９条改正） 

１ この規約は、昭和６３年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第９条の規定は、昭和６３年４月１日以後の新加入会員から適用し、同日前に

加入の会員については、別に定める額とする。 

附 則（平成２年４月２４日第３条、第８条及び第１１条改正） 

この規約は、平成２年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成４年４月２７日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成１５年４月２８日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成１９年５月１１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２１年５月１２日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２２年５月１０日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２３年５月９日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年５月１１日から施行する。 

 



碧 南 市 消 防 協 会 慶 弔 内 規 

 

第１ 会員の慶弔事に対し、次のとおり慶弔意を表する。 

(1) 会員である者が結婚したときは１万円。ただし、再婚である場合は５千円。 

(2) 会員が風水害、火災等の不可抗力によって羅災したときは２万円以内。 

(3) 会員又はその親族（原則として同居の場合のみ）が死亡したときは、次の区分に 

よる。 

ア 会 員  ２０，０００円と生花 

イ 配偶者   ５，０００円と生花 

第２ 慶弔費は、会費より支出する。 

第３ この内規に基づく慶弔金を贈られた場合は、返礼しないものとする。 

附 則 

この規約は、昭和４６年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５４年４月２０日第１および第２改正） 

この改正内規は、昭和５４年４月２０日から適用する。 

附 則（昭和５７年４月２１日第１第２号および附則全文改正） 

この改正内規は、昭和５７年４月２１日から適用する。 

附 則（昭和６０年５月１０日第１改正） 

この改正内規は、昭和６０年５月１０日から適用する。 

附 則（平成３年４月１７日第１第２号改正） 

この改正内規は、平成３年４月１７日から適用する。 

附 則（平成１３年４月２７日第１号改正） 

この改正内規は、平成１３年４月２７日から適用する。 

附 則（平成１５年４月２８日第１第２号削除） 

この改正内規は、平成１５年４月２８日から適用する。 

 

（お願い） 

慶弔事については事務局において傾聴しているところですが、事後において拝聴するこ

ともあり、礼を欠いているところです。 

ご理解ある会員相互のことゆえ自己申告をお願いしたいところですが、当事者におかれ

ましては取り込み中のことが多く、同期に役職に就かれた方や評議員の方又は同地区の方

でご留意いただき、お手数ですが会長又は事務局（消防署４１－２４００）までご連絡く

ださるようお願い申し上げます。 


